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今年度の 2学年社会体験学習「宮っ子チャレンジウィーク」についての概要を掲載させていただきます

ので，ご確認ください。また，保護者の方には，実施期間の昼食の用意など，例年以上にご理解とご協力

をお願いしたいと思います。ご多用中と存じますが，何卒宜しくお願い致します。 

１ 主な目的 

  （１）地域の多くの方々と触れ合う社会体験活動を通して，働くことの尊さを実感し，将来の職業選択

や社会生活について考えを深めさせる。 

  （２）他人を思いやる心や感謝の心，更に，社会のためになることを積極的に行う態度を育み，自分の

生き方，あり方を見つめさせる。 

２ 期日 １１月８日（月）～１１月１２日（金） 

※この期間，体験が予定されている日には，生徒は自宅から直接体験場所に通い，学校には登校

しません。（事業所ごとに違います。） 

※この期間に事業所が休日等の場合は，学校で自主学習や奉仕活動を計画し，行います。 

 （８：１０登校，午前中で終了，ジャージ登下校可） 

※この期間，部活動は原則実施しません。（大会が近いなど，活動が必要な部員は許可願を提出  

して行います。） 

３ 場所  各事業所 （お子様にお聞きください。電話番号も控えておいてください。） 

４ 各事業所での事前打ち合わせ  ※それぞれ各事業所を訪問し，そのまま帰宅します。 

     １０月２２日（金）５，６校時 予備日１０月２５日（月）６校時 

 ※原則，部活動なしです。タブレットを持ち帰り，学校に帰宅報告をします。荷物が多い生徒は

必要なもの以外は学校に置いて行ってよいことになっています。事業所の都合により訪問しな

い生徒もいます。  

５ 体験当日の活動に関して 

（１）集合時間，活動時間，昼食等 

・各事業所によって異なります。 

・本年度は新型コロナウイルス感染症のリスクを低減させるために，３～４時間で終了，昼食は

事業所ではとらず，活動前または後に家で食べることになりますので，お子様と相談の上昼食の

用意をお願いいたします。なお，寄り道せずにまっすぐ帰宅すること，早く終わった場合も 4時

までは外出禁止のルールがありますのでご家庭でもご指導ください。 

  （２）欠席，遅刻の場合 

    ・保護者の方が，学校および事業所の両方に連絡をお願いいたします。 

      →横川中学校 028-656-2441 (7:40～8:00 までに連絡をお願いします。) 



  （３）緊急連絡 

    ・体験活動中の事故，トラブル等に関しては事業所より学校に連絡を入れていただきます。緊急

を要する場合には直接１１０番，１１９番に連絡してもらうこともあります。   

    ・体験場所に行く途中，あるいは帰宅途中の事故，トラブル等に関しては，生徒が学校と事業所

に連絡を入れます。１０円玉等小銭を持たせてください。緊急の場合は，近くの人に助けを求め

るなどして関係機関に連絡をしてもらい，学校にも連絡することになっています。なお，携帯電

話・スマホは普段の学校生活同様使用しないことになっています。 

  （４）服装 

    ・服装は原則として標準服としますが，事業所の指示により体育着等の場合もあります。 

 （５）持ち物 

・総合のファイル（しおり），筆記用具，マスク，ハンカチ，ティッシュ，雨具(自転車の場合は

必ず合羽)，緊急連絡用の小銭，腕時計（必要に応じて），その他事業所の指示による用具，バス

代など 

 （６）活動終了後 

    ・活動終了後は，各自まっすぐ帰宅し，帰宅後タブレットで学校に帰宅報告をします。（必ず） 

 （７）感染症対策 

・活動中，休憩時間を含め，新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた行動を徹底するよう十

分に指導を行います。また，ご家庭でも注意すべき点などご指導ください。 

・実施 2 週間前から，「健康チェック表」を各自で記入します。体調が悪い場合は無理せず休ま

せるようにしてください。必要に応じて，参加する事業所に提出することがあります。 

・感染リスクが大幅に拡大し，生徒の安全確保が難しい場合には，予定を変更・中止することが

あります。 

（８）事業経費について 

   ・以下のものは立て替えて支払っていただき，後日学校へ請求してください。領収書や請求書を

なくさないようにしてください。 

  ・バス代等公共交通機関利用の交通費や駐輪場代等（記録しておく） 

   ・事業所から借用した作業着や制服等のクリーニング代 

・食品を扱う事業所での細菌検査代          等 

６，その他 

    ・生徒の事故に対する傷害補償は「日本スポーツ振興センター」により対応します。 

・生徒の過失により，相手方にけが等を負わせた場合あるいは器物等を破損した場合は，市が加

入する「社会体験学習推進事業災害補償制度」または「学校で加入した賠償責任保険」により

対応します。 


